
 1

日医発第178号（医経） 

令和4年4月12日 

都道府県医師会 

担当理事  殿 

公益社団法人  日本医師会    

常任理事  松本 吉郎    

（ 公 印 省 略 ）   

 

厚生労働省のセーフティネット保証5号（緊急保証制度）に係る緊急業況調査 

への協力のお願い（依頼） 

 

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

さて、標記セーフティネット保証5号（緊急保証制度）につきましては、業況の悪化により事業活

動に支障が生じている業種が対象とされております。令和4年3月17日付税経第96号にてお知らせ

しております通り、現在、医療業においては、「一般病院」、「精神科病院」、「有床診療所」、「無床診療

所」の4区分について、本年6月30日までの期間、対象業種に指定されています。 

今般、厚生労働省から本会に対し、新型コロナウイルス感染症の影響を引き続き受ける医療機関が

多数に及ぶ実態を把握し、7 月 1 日以降も対象業種の指定を受けるため、「無床診療所」についての

緊急業況調査への協力依頼がありました。 

そこで、本会は、厚生労働省の緊急業況調査に協力することとし、貴会に、下記の要領にて、調査

のご協力をお願いすることになりました。なお、業種指定は、調査結果に基づき指定基準により判定

されるため、業種指定を受けることになるか否かについては、現時点では不明です。 

ご多忙の中、短期間にて誠に恐れ入りますが、ご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。 

また、参考資料として、「セーフティネット保証5号の概要」を同封しましたのでご参照ください。  

 
 
 
 



2

記 

１． 調査の目的 

セーフティネット保証5号（緊急保証制度）については、今般、厚生労働省から本年7月以降の対

象業種の指定を受けるための業況調査について協力依頼があり、日本医師会は、「無床診療所」の区分

についての業況調査を実施・協力することとなった（他の区分については他団体が対応を検討の見込）。 

なお、今後の業種指定を受けるためには、集計データを提出し、かつ、指定基準を満たすことが条

件となっている。 

２． 調査対象 

無床診療所の開設者（全国で４７件程度）。 

３． 抽出方法 

各都道府県医師会につき、各1 件とし、任意の方法で抽出（当該都道府県医師会の役員など）。 

４． 調査票 

（１）調査票 （別添の通り） 

（２）調査内容についての問い合わせ先は、日本医師会医業経営支援課。 

５． 発送・配付作業 

調査票等を日本医師会から各都道府県医師会事務局へ送付（本通知）。各都道府県医師会事務局か

ら、調査対象者に配付。 

（別途、                                       宛にも調査票エクセルファイルを配信いたします。） 

６． 回収作業 

調査対象者は、調査票に必要事項を記入の上、日本医師会医業経営支援課へ返信用封筒で送付。 
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７． 分析作業 

厚生労働省が行う。なお、日本医師会は厚生労働省に対して、個別の調査票の提供は行わず、調

査対象者が特定できないかたちで集計結果のみの提供とする。 

８． スケジュール 

① 4月12日（火）日本医師会から都道府県医師会事務局に発送。

② 4月13日（水）～ 都道府県医師会事務局は調査対象者に調査票・参考資料・返信用封筒を配

付。 

③ 4 月26 日（火）までに、調査対象者は調査票に必要事項を記入の上、日本医師会医業経営支援

課に返信用封筒で発送。（4月28日（木）までに日本医師会必着でお願いいたします。）

〈問合せ先・送付先〉 

[添付資料 ] 

〇 調査票 ２部（対象医療機関用、事務局用） 

○ 参考資料 セーフティネット保証5号の概要 ２部（同上）

○ 返信用封筒



※今回の調査は無床診療所が対象です。 （単位：千円）

平成３１年 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

医業収益

令和２年 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

医業収益

令和３年 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

医業収益

令和４年 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

医業収益

医業収益 医業収益

医療機関名

ご担当者

連絡先

平成31年１～３月を含む年度決算額（千円） 令和２年１～３月を含む年度決算額（千円） 令和３年１～３月を含む年度決算額（千円） 令和４年１～３月を含む年度決算（見込）額（千円）

医業収益 医業収益

別紙調査票　【日本医師会　令和4年4月】

１．「医業収益」とは、入院診療収益、室料差額収益、外来診療収益、保健予防活動収益、受託検査・施設利用収益、その他の医業収益、保険等査定減をいう。
補助金収入は「医業外収益」に含まれるため除く。なお、「収益」とは売上を意味する（利益ではない）。

セーフティネット保証５号(緊急保証制度）に係る緊急業況調査

※　下記欄につきましては、厚労省に対しては提出いたしませんが、日医からの確認が可能なように、可能な範囲でご記入いただきますよう、お願い申し上げます。

○　平成３１年１月～３月、令和２年１月～３月、令和３年１月～３月及び令和４年１月～３月の月次データをご記入下さい。

２．月次データの提出が困難な場合は、以下の年度決算額及び令和４年１～３月を含む年度決算(見込）額を以下にご記入ください。



参考資料 

セーフティネット保証 5 号の概要 

需要の著しい減少等により中小企業者の相当部分の事業活動に著しい支障が
生じている業種について、中小企業信用保険法第 2 条第 5 項第 5 号（セーフテ
ィネット保証 5 号）の規定に基づいて指定。指定された業種に属する事業を営
む中小企業者は、売上高等の減少につき市町村⾧又は特別区⾧の認定を受ける
ことにより、金融機関から借入を行う際に信用保証協会の特例保証（別枠保証
等）の利用が可能となる。 

＜特例保証の内容＞ 
①保証限度額の別枠化

②保証割合
別枠部分について借入額の 80％を保証

③保証料率
保証協会所定（概ね 1．0％以下）（一般の保証は 1．35％（平均））

＜認定手続き（個々の中小企業者）＞ 
指定された業種に属する事業を営んでいる中小企業者がセーフティネット

保証 5 号を利用するには、当該事業に係る取引の数量の減少等が生じている
ため、その経営の安定に支障が生じていることについて、市区町村⾧の認定
を受けることが必要。 

（一般保険限度額）
・普通保険 2億円 
・無担保保険 8,000万円 

＋ 
（別枠保険限度額） 
・普通保険 2億円 
・無担保保険 8,000万円 


